
（別添 2） 

令和８年度 デザイン活用促進補助金 Q＆A 一覧 

 

Q１ この補助金はどういうものか？ 

A１ 市内の中小企業が自社の経営課題（経営改善・経営基盤の強化、商品やサービスの新しい

価値創造など）の解決に向けた取り組みにおいて、デザイン活用を行うために発生する費用

の一部を補助するものです。 

補助金として、「補助対象経費」の２分の１（交付額の上限は１００万円）を支給します。 

 

例えば、「補助対象経費」が２２０万円の場合はその２分の１が上限を超えるため１００万円を

補助し、１８０万円の場合は経費の２分の１の９０万円を補助します。 

※ ただし、「補助対象経費」のうち７５％以上が、連携する市内デザイナー等の直接人

件費であることが条件です。 

 

Q２ 「補助対象経費」とは何か？ 

A２ 補助対象事業の実施において、補助対象期間内に支払われる、市内デザイナー等への委託

費やその他事業に必要な経費を指します。 

詳細は「公募要項」の「5 補助対象経費」を参照してください。 

なお、費用は事業に着手したことをもって発生とみなします。契約締結が補助対象期間より

前のときは参考資料として契約書の写しを提出してください。 

【認められるもの】 

 直接人件費 

ブランド戦略の策定、コピー開発、ロゴ・ＶＩ開発、レギュレーションの策定に係る経費 

等 

 その他の経費 

印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、外部業務委託費 等 

【認められないもの】 

 消費税及び地方消費税相当分 

 土地・建物の購入及び借上等にかかる経費、土木・建築設備工事等が発生する際の

経費 

 消耗品、広告宣伝にかかる費用等において、既存事業部門との区別不可能な共通的

経費 

 食糧費、接待費等の個人消費的経費など 

 

 

 



Q３ 補助対象者（この補助金を申請することができる企業）とはどのような企業か？ 

A３ 次の条件を全て満たしている企業です。 

 札幌市内に本社を有し、市内で引き続き１年以上同一事業を営んでいる中小企業

者注１のこと。ただし、個人事業主は、札幌市内に住所地及び事業所を有する者（注１

の詳細については、注釈の表を確認）。 

 札幌市において税を滞納していないこと。 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同条を準用する場合を

含む）の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこ

と。 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条又

は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役

員、代理人、支配人その他の使用人等として使用していないこと。 

 会社更生法、民事更生法等に基づく再生又は更生手続を行っていないこと。 

 デザイン等の事業を主に営んでいないこと（市内デザイナー等は、補助対象者と連

携する側です）。 

 直近 2 か年連続で本補助金の交付を受けていないこと。 

 

注１ 中小企業者の範囲 

中小企業基本法第２条第１項各号に掲げる会社（※）及び個人をいいます。 

※ 会社の範囲 

株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、監査法人、特許業

務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法

人、土地家屋調査士法人、行政書士法人 

 

ただし、以下のいずれかに該当する中小企業者は対象外です。 

① 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中

小企業者 

② 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業

者 

③ 役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員を兼ねている者が占めている中

小企業者 

 

【資本金と従業員数から判断】 

1 製造・建設・運輸業 資本金又は出資の総額が３億円以下又は従業員が

３００人以下 

2 卸売業 資本金又は出資の総額が１億円以下又は従業員が１

００人以下 

3 サービス業 資本金又は出資の総額が５，０００万円以下又は従

業員が１００人以下 

4 小売業 資本金又は出資の総額が５，０００万円以下又は従

業員が５０人以下 



 

以下のいずれかに該当する法人は対象外です。 

① 学校法人 

② 宗教法人 

③ 財団法人又は社団法人 

④ 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

 

Q４ 札幌市内のデザイナー等がこの補助金を申請することは可能か？ 

A４ できません。デザイン産業等の事業を営んでいるデザイナー等（法人・個人）は、企業と連携

する側の立場です。札幌市内のデザイナー等の方は、本補助金を顧客（クライアント）や営業

先へご紹介いただき事業連携のきっかけとしてご活用ください。 

 

Q５ 市内デザイナー等の条件はあるか？ 

A５ 以下の全てに該当している必要があります。 

 市内で引き続き１年以上同一事業を営んでいる中小企業者であること。ただし、個人事

業主は、札幌市内に住所地及び事業所を有する者であること。 

 札幌市において市税を滞納していないこと。 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同条を準用する場合を含む）

の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと。 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条又は第

４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理

人、支配人その他の使用人等として使用していないこと。 

 会社更生法、民事更生法等に基づく再生又は更生手続を行っていないこと。 

 デザイン産業を主に営んでいること。 

 

Q６ 市内の中小企業者で様々な事業を展開しているため、自分の会社が申請者かデザイナー

等かのどちらに該当するのかわからない。 

A６ 原則として、主な業務内容と売上構成（％）をもとに、総務省が定める日本標準産業分類（令

和５年７月改定）に基づいて判断してください。 

 

Q７ どのように補助事業を決定するのか？ 

A７ 公募締切日（令和８年６月２９日（月）17：00）までに申請があったものについて、専門家によ

る審査会を行い、得点の高い順に補助対象事業として採択します。 

 



Q８ 提案書と見積書とはどういうものか？ 

A８ 提案書とは企業が抱える経営課題の解決に向けて提案する資料であり、見積書とはその提

案内容を実現するための経費を算出したものです。いずれも連携する市内デザイナー等が

企業に対して提示・発行します。 

 

Q９ 納税証明書（指名願用）とはどういうものか？ 

A９ 納税証明書（指名願用）とは、市税に未納がないことを証明する書類であり、取得の際に、窓

口等で「指名願用」と指定して交付を受けるものです。 

※一般用や特定の税目のみの証明書とは異なります。 

 

Q１０ 企業と連携する市内デザイナー等が、複数で申請することができるか？また、どの様に申請

すれば良いか？ 

A１０ 可能です。その場合、連携する全ての「市内デザイナー等の概要」及び「誓約書兼同意書」、

「定款又はこれに類する規約」、「市税の納税証明書」の提出が必要です。 

 

Q１１ 企業と連携する市内デザイナー等が、一部専門外の業務を外注することができるか？ 

A１１ 可能です。ただし、その経費は、「外部業務委託費」となり、デザイナー等の「直接人件費」に

は該当しません（Ｑ２参照）。 

「外部業務委託費」は、「その他経費」に区分されるため、補助対象経費全体の２５％を超えな

い範囲内であれば、「外部業務委託費」として計上することが可能です。 

 

Q１２ 市内の中小企業が、自社内でデザインを制作する場合の人件費は対象になるのか？ 

A１２ 対象とはなりません。申請企業の従業員（インハウスデザイナー等）が自社内で行うデザイン

活用は、本補助金の対象外です。 

補助対象経費は、あくまでも連携する外部の市内デザイナー等との間に発生する直接人件

費が対象となります。 

 

Q１３ 補助対象経費の支払い方法に制限や条件はあるか？ 

A１３ 支払い方法は、銀行振込を原則とします。振り込みの事実が確認できる書類や通帳などの

写しを提出してください。ただし、銀行振り込みによる支払いが困難な場合に限り、例外的に

現金またはクレジットカードでの支払いが可能です。 

  



≪現金払い≫ 

 領収書の写しを提出してください。 

 領収書は以下の内容を満たすものに限ります。 

宛名：補助対象事業者の名称が記載されていること 

    ※「上様」や「個人名」の領収書は受け付けられません。 

内訳：支払い内容が具体的に記載されていること 

   ※「品代」や「一式」ではなく、購入物品名やサービスの内容を明記してください。 

   ※1 件当たり税抜き 5 万円以上の現金払いについて、領収書に収入印紙の貼付 

    （必要な消印を含む）が必要です。 

≪クレジットカード払い≫ 

 補助対象期間内にカード会社からの引き落としが完了していることが条件です。 

 カード利用明細及び口座引き落としが確認できる書類（通帳の写し等）を提出してく

ださい。 

 個人名義カードの場合は、 補助対象事業者の帳簿等で、当該費用の精算（立替払処

理）が完了していることが確認できる書類（写し）が必要です。 

 

Q１４ 補助金が支払われる時期はいつか？ 

A１４ 「事業完了報告書」等の提出書類が完備し、補助金額が確定した後に請求書を受理してから、

補助金の交付（振込）まで、おおむね３０日以内です。 

※書類に不備（記載の補正等が必要な場合）があるときは、全ての不備が解消された日から

起算します。 

 

Q１５ 事業成果の公表・普及とは具体的にどういうことか？ 

A１５ 本補助金の公募説明会や関連セミナーでの事業実施報告（成果発表）の他、当財団が主催

するセミナー等への講演を依頼する場合があります。また、デザイナー等と企業の連携事例

として、クリエイティブ産業振興課のウェブサイトや紙媒体等で紹介します。 

なお、実施報告や講演依頼、事例紹介等については、随時相談のうえ実施します。 


